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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検者に対する所定の超音波画像を収集する実施手順であるプロトコルを保存するプロ
トコル保存手段と、
　前記所定の超音波画像を収集する手順毎の装置本体部作動の設定条件を一時保存する設
定保存手段と、
　前記所定の超音波画像の収集において、この収集を中断し、この収集の前記設定条件を
前記設定保存手段に一時保存し、他の超音波画像の描出に切り換えるプロトコル中断手段
と、
　前記プロトコルの開始とともに計測を開始し、超音波画像の収集の前記中断の間も計測
を維持し、プロトコル実施の経過時間を計測するプロトコルタイマ手段と、
　前記一時保存した前記設定条件を装置本体部作動に対し再設定し、前記中断を解いて前
記所定の超音波画像の収集を再開するプロトコル再開手段と、を具備し、
　前記プロトコル再開手段は、前記プロトコルタイマ手段が計測した経過時間に対応して
前記プロトコルの実施手順の超音波画像の収集を再開することを特徴とする超音波画像診
断装置。
【請求項２】
　被検者に対する所定の超音波画像を収集する実施手順であるプロトコルを保存するプロ
トコル保存手段と、
　前記所定の超音波画像を収集する手順毎の装置本体部作動の設定条件を一時保存する設



(2) JP 4649254 B2 2011.3.9

10

20

30

40

50

定保存手段と、
　前記所定の超音波画像の収集において、この収集を中断し、この収集の前記設定条件を
前記設定保存手段に一時保存し、他の超音波画像の描出に切り換えるプロトコル中断手段
と、
　前記プロトコルに編成された所定の実施手順の開始とともに計測を開始し、超音波画像
の収集の前記中断の間も計測を維持し、所定の経過時間を計測するプロトコルセットタイ
マ手段と、
　前記一時保存した前記設定条件を装置本体部作動に対し再設定し、前記中断を解いて前
記所定の超音波画像の収集を再開するプロトコル再開手段と、を具備し、
　前記プロトコル再開手段は、前記プロトコルセットタイマ手段の所定の経過時間に対応
する前記プロトコルを実施する所定の手順を表示し、音響により報知するとともに、この
手順による超音波画像の収集を再開することを特徴とする超音波画像診断装置。
【請求項３】
　被検者に対する所定の超音波画像を収集する実施手順であるプロトコルを保存するプロ
トコル保存手段と、
　超音波画像の複数の収集手法モード及び前記プロトコルに対する装置本体部作動の設定
条件それぞれを、前記収集手法モード或いは前記プロトコルを識別可能に複数の条件設定
ファイルに記録して保存する設定保存手段と、
　前記複数の収集手法モード若しくは前記プロトコル収集の何れか実施している第１の画
像収集の作動を中断若しくは終了する操作により、この第１の画像収集の作動に対する前
記設定条件を前記設定保存手段の当該条件設定ファイルに記録し、第１の画像収集の作動
を中断若しくは終了する画像収集終了手段と、
　前記プロトコルの開始とともに計測を開始し、超音波画像の収集の前記中断の間も計測
を維持し、前記プロトコル実施の経過時間を計測するプロトコルタイマ手段と、
　前記超音波画像の複数の収集手法モード若しくは前記プロトコル収集の何れかの第２の
画像収集の作動を起動若しくは再起動する操作により、この第２の画像収集の作動に対す
る前記設定条件を前記設定保存手段の当該条件設定ファイルから読み出して、これを装置
本体部に設定し、第２の画像収集の作動を起動若しくは再起動するプロトコル再開手段と
、を具備し、
　前記プロトコル再開手段は、前記プロトコルタイマ手段により計測した経過時間に対応
してこのプロトコル再開手順による超音波画像の収集を再開することを特徴とする超音波
画像診断装置。
【請求項４】
　被検者に対する所定の超音波画像を収集する実施手順であるプロトコルを保存するプロ
トコル保存手段と、
　超音波画像の複数の収集手法モード及び前記プロトコルに対する装置本体部作動の設定
条件それぞれを、前記収集手法モード或いは前記プロトコルを識別可能に複数の条件設定
ファイルに記録して保存する設定保存手段と、
　前記複数の収集手法モード若しくは前記プロトコル収集の何れか実施している第１の画
像収集の作動を中断若しくは終了する操作により、この第１の画像収集の作動に対する前
記設定条件を前記設定保存手段の当該条件設定ファイルに記録し、第１の画像収集の作動
を中断若しくは終了する画像収集終了手段と、
　前記プロトコルの開始とともに計測を開始し、超音波画像の収集の前記中断の間も計測
を維持し、前記プロトコル実施の経過時間を計測するプロトコルタイマ手段と、
　前記超音波画像の複数の収集手法モード若しくは前記プロトコル収集の何れかの第２の
画像収集の作動を起動若しくは再起動する操作により、この第２の画像収集の作動に対す
る前記設定条件を前記設定保存手段の当該条件設定ファイルから読み出して、これを装置
本体部に設定し、第２の画像収集の作動を起動若しくは再起動するプロトコル再開手段と
、を具備し、
　前記プロトコル再開手段は、前記プロトコルセットタイマ手段の所定の経過時間に対応
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する前記プロトコルを実施する所定の手順を表示し、音響による報知をするとともに、こ
のプロトコル再開手順による超音波画像の収集を再開することを特徴とする超音波画像診
断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、所定の手順による検査超音波画像の収集途中に、別途手法の超音波診断画像
を取得する超音波画像診断装置及びその制御をするプログラムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　超音波画像診断装置を使用して、虚血性心疾患の患者の心機能を検査する手法に、負荷
心エコー法がある。この負荷心エコー法による検査は、予め作成している検査プロトコル
にしたがって、患者の安静状態及び階段昇降などの運動負荷をかけた状態のそれぞれにお
ける心機能超音波画像を収集して、これ等により心壁運動解析などの画像診断が行われる
。
【０００３】
　このような検査プロトコルによる検査診断画像を収集する超音波画像診断装置では、検
査プロトコルの開始を指示するキー或いはスイッチボタンの操作により、予め組み込まれ
た検査プロトコルに基づいた画像取得のシーケンスが起動される。検査プロトコルが起動
された超音波画像診断装置では、収集の手順の進行状況と進行の経過に伴って取得すべき
画像の種類、例えば４房室像、左側房室、長軸像、短軸像などを表示し、検査の操作者が
これ等の表示される画像を被検者に当てている探触子を操作して採取する。指定の画像の
取得毎に、操作者が「画像記録」の指示ボタン等を押して、超音波画像診断装置による検
査プロトコルの検査手順を順次進める。この検査プロトコルに心機能検査では、運動或い
は薬物の負荷により、被検者の心機能がどの様に対応反応するのかを時間と共に観察・測
定するものであり、予め指定された所定の時間経過に従って指示された検査画像を手際良
く順次取得することが必要である。したがって、検査プロトコルによる検査の前に、採取
する画像を想定して、プロトコルが指示する画像取得のシミュレーションを行って、本検
査を行うこともある。
【０００４】
　一方、この検査プロトコルによる心機能検査の画像取得を進めている途中で、被検者の
負荷に対する反応の状況を、プロトコルにより指示されている手技と異なる操作の画像モ
ード或いは画像フォーマットにより詳細に観察して、検査の後で行う診断の資料として供
することが有用な場合がある。プロトコルに指示された以外の画像データが必要と操作者
が判断した場合、プロトコルの手順進行を中断して、所望の例えばドップラモード血流画
像の表示に短時間切り替えて、この画像モードに対する超音波画像診断装置の機器作動設
定、すなわち探触子の種類や、各種画像条件、例えばデプス、フォーカス、ゲイン等を最
適に設定して、心室や心房の内部或いは弁口付近の血流状況の観察或いは画像記録が行わ
れる。その後、中断した検査プロトコルの手順を引き続き進めるために、再び検査プロト
コル中断した手順に戻るが、超音波画像診断装置の機器作動設定のデータが、この途中割
り込みをした画像モードのデータに成っているので、これを検査プロトコルの機器作動設
定のデータに戻すために、装置条件の再設定作業を要する。
【０００５】
　また、一般的に行われる超音波画像診断装置により得た超音波画像を利用した計測にお
いて、検査プロトコルなどの予め設定したプロトコルに基づく検査が実施される場合に、
実施される検査により被検者の状況が変化して、計測対象としての条件が変更されるので
、計測の連続性が喪失することがある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
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　解決しようとする問題点は、従来の超音波画像診断装置において、負荷心エコー法など
のような予め作成して設定した検査プロトコルを実施中に、このプロトコルを一時中断し
てプロトコルとは異なる別の画像モード或いは画像フォーマットによる超音波画像表示を
行って、中断した検査プロトコルを再び実施すると、検査プロトコルの実施における最適
の検査画像データを得るための機器設定を再度行うことが必要となり、再設定の項目が多
くなると所定の経過時間で検査プロトコルの手順を進めることが困難となり、検査プロト
コルの再実施における操作性に大きな問題点があった。
【０００７】
　また、被検者に継続的な計測が実施されている状況で、同被検者に対し検査プロトコル
による検査の実施、或いはそのプロトコルで実施する検査の項目などにより、計測対象で
ある被検者の状況、環境が変化して、一連の計測の継続性が維持されなくなる問題点もあ
った。
【０００８】
　本発明は上記のような従来の問題点に鑑みてなされたもので、所定の画像診断、検査の
手順を予め設定したプロトコルによる画像収集において、操作性と計測データの継続性の
向上を図る超音波画像診断装置の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記の目的を達成するために、本発明の請求項１による超音波画像診断装置は、被検者
に対する所定の超音波画像を収集する実施手順であるプロトコルを保存するプロトコル保
存手段と、前記所定の超音波画像を収集する手順毎の装置本体部作動の設定条件を一時保
存する設定保存手段と、前記所定の超音波画像の収集において、この収集を中断し、この
収集の前記設定条件を前記設定保存手段に一時保存し、他の超音波画像の描出に切り換え
るプロトコル中断手段と、前記プロトコルの開始とともに計測を開始し、超音波画像の収
集の前記中断の間も計測を維持し、プロトコル実施の経過時間を計測するプロトコルタイ
マ手段と、前記一時保存した前記設定条件を装置本体部作動に対し再設定し、前記中断を
解いて前記所定の超音波画像の収集を再開するプロトコル再開手段と、を具備し、前記プ
ロトコル再開手段は、前記プロトコルタイマ手段が計測した経過時間に対応して前記プロ
トコルの実施手順の超音波画像の収集を再開することを特徴とするものである。
【００１０】
　また、請求項２の超音波画像診断装置は、被検者に対する所定の超音波画像を収集する
実施手順であるプロトコルを保存するプロトコル保存手段と、前記所定の超音波画像を収
集する手順毎の装置本体部作動の設定条件を一時保存する設定保存手段と、前記所定の超
音波画像の収集において、この収集を中断し、この収集の前記設定条件を前記設定保存手
段に一時保存し、他の超音波画像の描出に切り換えるプロトコル中断手段と、前記プロト
コルに編成された所定の実施手順の開始とともに計測を開始し、超音波画像の収集の前記
中断の間も計測を維持し、所定の経過時間を計測するプロトコルセットタイマ手段と、前
記一時保存した前記設定条件を装置本体部作動に対し再設定し、前記中断を解いて前記所
定の超音波画像の収集を再開するプロトコル再開手段と、を具備し、前記プロトコル再開
手段は、前記プロトコルセットタイマ手段の所定の経過時間に対応する前記プロトコルを
実施する所定の手順を表示し、音響により報知するとともに、この手順による超音波画像
の収集を再開することを特徴とするものである。
【００１１】
　さらに、請求項３の超音波画像診断装置は、被検者に対する所定の超音波画像を収集す
る実施手順であるプロトコルを保存するプロトコル保存手段と、超音波画像の複数の収集
手法モード及び前記プロトコルに対する装置本体部作動の設定条件それぞれを、前記収集
手法モード或いは前記プロトコルを識別可能に複数の条件設定ファイルに記録して保存す
る設定保存手段と、前記複数の収集手法モード若しくは前記プロトコル収集の何れか実施
している第１の画像収集の作動を中断若しくは終了する操作により、この第１の画像収集
の作動に対する前記設定条件を前記設定保存手段の当該条件設定ファイルに記録し、第１
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の画像収集の作動を中断若しくは終了する画像収集終了手段と、前記プロトコルの開始と
ともに計測を開始し、超音波画像の収集の前記中断の間も計測を維持し、前記プロトコル
実施の経過時間を計測するプロトコルタイマ手段と、前記超音波画像の複数の収集手法モ
ード若しくは前記プロトコル収集の何れかの第２の画像収集の作動を起動若しくは再起動
する操作により、この第２の画像収集の作動に対する前記設定条件を前記設定保存手段の
当該条件設定ファイルから読み出して、これを装置本体部に設定し、第２の画像収集の作
動を起動若しくは再起動するプロトコル再開手段と、を具備し、前記プロトコル再開手段
は、前記プロトコルタイマ手段により計測した経過時間に対応してこのプロトコル再開手
順による超音波画像の収集を再開することを特徴とするものである。
【００１２】
　さらに、請求項４の超音波画像診断装置は、被検者に対する所定の超音波画像を収集す
る実施手順であるプロトコルを保存するプロトコル保存手段と、超音波画像の複数の収集
手法モード及び前記プロトコルに対する装置本体部作動の設定条件それぞれを、前記収集
手法モード或いは前記プロトコルを識別可能に複数の条件設定ファイルに記録して保存す
る設定保存手段と、前記複数の収集手法モード若しくは前記プロトコル収集の何れか実施
している第１の画像収集の作動を中断若しくは終了する操作により、この第１の画像収集
の作動に対する前記設定条件を前記設定保存手段の当該条件設定ファイルに記録し、第１
の画像収集の作動を中断若しくは終了する画像収集終了手段と、前記プロトコルの開始と
ともに計測を開始し、超音波画像の収集の前記中断の間も計測を維持し、前記プロトコル
実施の経過時間を計測するプロトコルタイマ手段と、前記超音波画像の複数の収集手法モ
ード若しくは前記プロトコル収集の何れかの第２の画像収集の作動を起動若しくは再起動
する操作により、この第２の画像収集の作動に対する前記設定条件を前記設定保存手段の
当該条件設定ファイルから読み出して、これを装置本体部に設定し、第２の画像収集の作
動を起動若しくは再起動するプロトコル再開手段と、を具備し、前記プロトコル再開手段
は、前記プロトコルセットタイマ手段の所定の経過時間に対応する前記プロトコルを実施
する所定の手順を表示し、音響による報知をするとともに、このプロトコル再開手順によ
る超音波画像の収集を再開することを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、プロトコルの手順を一時中断し、他の超音波画像を表示し、再びプロ
トコルの手順に復帰する場合に、プロトコルの検査画像を表示する各種設定条件が、一時
中断のときに一時保存した設定条件を読み出して行われるので、複雑な条件設定や前の設
定を記憶を辿って行うなどの操作性の低下の要因を排除した高い操作性の超音波画像診断
装置を提供できる。また、プロトコルの実施で、計測条件が変化しても、計測条件毎の計
測結果を収集、保存する計測の連続性を区別したデータを得ることができる超音波画像診
断装置を提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施形態について図面を用いて説明する。
【００１７】
（第１の実施形態）
　図１は、本発明の検査プロトコル実施の操作性を向上した超音波画像診断装置の実施形
態の構成模式図である。超音波画像診断装置の本体部１０には、この超音波画像診断装置
全体のシステム制御と各種のデータ制御を行うＣＰＵ（中央処理装置）１１を備える。さ
らに本体部１０には、データベース１２に画像モードアプリケーション部１２１、検査プ
ロトコル部１２２、設定データ保存部１２３の各部のデータ或いは作動手順プログラムを
記録保存する記憶装置を備える。ＣＰＵ１１がデータベース１２のデータ或いはプログラ
ムを参照して、超音波プローブ２０を駆動する超音波送信部１３、及びこの超音波プロー
ブ２０が受信した信号を受信処理する超音波受信部１４、この受信信号から所定モードの
超音波画像データに変換出力する画像処理部１５、この超音波画像データを画像表示信号
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に変換し、モニタ１９或いは画像記録装置１６へ出力する表示部１７のそれぞれを備えて
、本体部１０は構成される。また、ＣＰＵ１１の入力、操作手段として、キーボード或い
はトラックボールなどの入力装置１８とタッチパネル等の操作パネル１８ａが接続される
。
【００１８】
　本実施形態の超音波画像診断装置におけるハード構成は、従来の超音波画像診断装置の
ハード構成の概要と同様に構成されているが、データ或いはプログラムを記録しているデ
ータベース１２の構成が従来の超音波診断とは異なり、所定の検査手順を記憶させる検査
プロトコル部１２２、及び一時記録部である設定データ保存部１２３を更に備える構成が
成されて、本発明が実施される。
【００１９】
　検査プロトコル部１２２は、本実施形態の超音波画像診断装置が通常の超音波診断画像
を収集する以外に、所定の検査手順に従って検査、診断の超音波画像収集する検査プロト
コルによる超音波画像検査を実施する手順が検査プロトコルプログラムとして記憶、保存
されている記憶プログラム部である。また、設定データ保存部１２３は、本実施形態の超
音波画像診断装置が検査プロトコル部１２２に記憶しているこの検査プロトコルのプログ
ラムを実行するときに、予め設定される若しくは検査シミュレーションにより設定された
、検査のための各種設定項目の設定値及び設定条件、すなわち、探触子の種類、画像モー
ド、スキャンモード、また、デプス、フォーカス、ズーム、ゲイン、ＳＴＣ（Ｓｅｎｓｉ
ｔｉｖｅ　Ｔｉｍｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）、ＬＧＣ（Ｌａｔｅｒａｌ　Ｇａｉｎ　Ｃｏｎｔ
ｒｏｌ）、フィルタ設定、周波数、音響パワー、ＲＯＩ（関心領域サイズ）、速度設定な
ど画像条件が、一時的に記憶される一時記録部である。
【００２０】
　次に、本実施形態の作用、動作について説明する。検査プロトコル部１２２に記憶して
いる検査プロトコルの一つで、例えば、負荷心エコー法の運動負荷試験検査プロトコルの
実施を例に、プロトコル進行中にこれを中断して、プロトコルには登録されていない別の
超音波画像モード、例えばドップラ血流画像のような詳細な観察、診断を途中で実施し、
再び元のプロトコルに従った検査を続行する場合を例として説明する。
【００２１】
　図２（ａ）は中断をしない検査を実施する場合の検査プロトコルの手順、及び同図（ｂ
）は本実施形態の超音波画像診断装置がプロトコルの中断をして、再び元のプロトコルに
戻る手順をそれぞれ示すフローチャートで、この手順がプログラムされて検査プロトコル
部１２２に記憶されている。
【００２２】
　検査を開始すれば、中断せずに検査プロトコルを終了する従来の場合は、図２（ａ）に
示す手順で実施される。この手順は、先ず、ステップＳ２１で、検査で収集を予定してい
る画像の種類、すなわちスキャンの方式や描出する画像の内容を、被検者に対しデータ収
集の試行により、共通設定事項の条件を設定（ステップS２１ａ）し、他の調整設定項目
の試行をして大体の様子を周知する。次に、プロトコル開始の指示スイッチを押して、ス
テップＳ２２の被検者に負荷を課す前の安静時検査画像を収集し、収集画像データは画像
記録装置１６に記録、蓄積される。例えば、心臓機能検査では、４房室画像、左房室画像
、短軸画像、長軸画像などの数種の画像内容が異なる画像を、画像表示画面の一部に表示
されるプロトコルメニュー（図３（ａ）参照）の指示に従って、ステップＳ２３で収集す
る。
【００２３】
　指示の検査画像の収集が終われば、次にステップＳ２４で、被検者に階段の昇降、或い
はトレッドミルでの早足歩行、薬物の投与による負荷を課す。この負荷を課した後、プロ
トコルの指示するところにより、例えばステップＳ２５で、所定の時間の経過を待って、
ステップＳ２６で負荷の影響或いは緩和を検査する負荷後検査画像を収集し、同じく画像
記録装置１６に記録、蓄積される。負荷後の収集画像についても、プロトコルメニューの
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指示により、ステップＳ２７で数種の画像内容の検査画像を順次収集して、検査プロトコ
ルを終了する。
【００２４】
　なお、ステップＳ２４以降は検査のプロトコル内容により、負荷後の画像収集を異なる
経過時間で数回収集する場合、或いは負荷により心拍の上昇中に検査画像収集する場合、
指定の心拍数に達した時点で検査画像を収集する場合もあり、それぞれプロトコルの指定
の方法で、検査画像を収集する。
【００２５】
　本実施形態の超音波画像診断装置には、図２（ｂ）に示す手順をＣＰＵ１１により制御
するプログラムが、本体部１０のデータベース１２の検査プロトコル部１２２に備えられ
る。本実施形態の超音波画像診断装置は、一連の検査プロトコルの実施中に、プロトコル
に依らない被検者の超音波診断画像を観察する、或いは取得する。その後、再び検査プロ
トコルに戻り、所定のプロトコルよる検査を継続して実施し、終了する作動を行う。
【００２６】
　この制御の手順は、図２（ｂ）に示すように、先ずステップＳ３１において、実施しよ
うとする検査プロトコルで収集する画像の種類や検査の対象となる部位に関係する条件の
設定を、図2（ａ）のステップＳ２１、Ｓ２１ａに示したと同様に設定、保存する。
【００２７】
　このプロトコルに関する設定が完了すれば、検査プロトコルを開始してステップＳ３２
で、同図（ａ）のステップＳ２２、Ｓ２３と同様に、図３（ａ）に図示しているような検
査プロトコルのプロトコルメニュー３２を表示した検査画像の表示画面３１をモニタ１９
に表示し、例えば安静時の検査画像を検査プロトコルに設定される指示事項に基づいて順
位収集し、収集画像データは画像記録装置１６に記録、蓄積される。
【００２８】
　そして、この検査の操作者が検査プロトコルの実施中に、例えばここで例としている心
機能検査では、被検者の状態から、冠動脈起始部のドップラ血流画像の観察を追加して、
検査、診断の資料とするために、ステップS３３で、プロトコルの一時中断の指示をする
スイッチ（指示ボタン）を押す。
【００２９】
　操作者のスイッチの操作により、本体部１０のＣＰＵ１１は、実施中のプロトコルの進
行ステップが直ちに中断できるか否かを、ステップＳ３４においてチェックする。プロト
コルの進行の中断可能なタイミングになった時点で、ステップＳ３５の検査プロトコルの
画像の種類や検査条件の設定データを、データベース１２の設定データ保存部１２３の所
定の部分に一時保存する。このとき、ステップＳ３５ａにおいて、プロトコルの経過を計
測しているプロトコルタイマは、検査プロトコルの進行経過時間として計時を続ける。
【００３０】
　ここで、操作者がプロトコルの一時中断をして超音波画像の観察を所望する通常の画像
モードの選択を行う。これにより、ＣＰＵ１１はステップＳ３６の画像処理部１５の設定
を行って、図３（ｂ）に示すように、プロトコルメニューの表示を消して、例えば、ドッ
プラ血流画像３６及び血流速波形３７を表示する通常の画面表示３５の条件が設定される
。この設定の基に、ステップＳ３７で、操作者は検査プロトコルに指定される以外の画像
モードにより、被検者の注目部位の状況をモニタ１９に表示して観察し、或いは画像記録
装置１６に記録、蓄積する。
【００３１】
　これ等の観察、記録が終われば、操作者はステップＳ３８でプロトコル検査を再開始す
るスイッチを押して、プロトコルの再開始をＣＰＵ１１に指示する。
【００３２】
　これにより、スッテプＳ３９において、検査プロトコルの中断を解き、先のステップＳ
Ｓ３５で保存した設定条件の各事項を読み出して、画像処理部１５の設定をプロトコルタ
イマの経過時間に対応させた中断後のプロトコルに引き継ぐ設定にステップＳ４０でセッ
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トする。ステップＳ４１では、ステップＳ４０で行うプロトコルタイマの経過に対応した
検査プロトコルの指定する取得画像の設定において、プロトコルの中断の時点での指定の
取得画像の設定事項に無く、設定が不備となる不足した条件設定項目が有るかを判定し、
無い場合はステップＳ４３へ進め、不足する条件設定が有る場合は、ステップＳ４２にお
いて、これを操作者が入力するなどして補う処置を行って、ステップＳ４３へ進める。
【００３３】
　ステップ４３では、モニタ１９の表示画面に図３（ａ）に示す検査プロトコルの画面表
示３１を行い、この画面の一部に表示されるプロトコルメニュー３２のカーソル（矢印な
どで表示)３４が、取得する画像３３の種類或いは検査の項目を指示する。
【００３４】
　この指示に従って、ステップＳ４４で、順次検査超音波画像を収集し、プロトコルに指
示された画像を全て収集し終えると、この検査プロトコルを終了する。
【００３５】
　なお、検査プロトコルの中断時にステップＳ３５で行う画像の種類や検査条件の設定デ
ータの一時保存と共に、ステップＳ３５ａで行う検査プロトコルの進行時間の計時は、検
査プロトコルとして頻繁に実施され、本実施形態の例示に挙げている心機能検査のプロト
コルでは、重要な検査パラメータである。一方、経過時間に関係なく実施される検査プロ
トコルの場合であっても、計測された進行時間を画像収集の順を識別する指標として収集
した検査画像毎に記録して、中断時間の記録としても参照する。
【００３６】
　本実施形態によれば、検査プロトコルを実施中に、プロトコルによらない通常の診断画
像モードに設定を変えて、被験者の状態を診断することができる。さらに、もとのプロト
コルによる検査が像の収集に戻る時には、中断をしたときに保存したプロトコルの画像取
得の設定条件が超音波画像処理部に直ちに再設定されるので、複雑な検査プロトコルの条
件設定を繰り返すことなく、元の検査プロトコルに復帰できるので、検査プロトコルの実
施とその途中にプロトコル外の診断画像を取得する遷移において操作性が極めて向上した
超音波画像診断装置を提供することができる。
【００３７】
（第２の実施形態）
　上述の第１の実施形態では、検査プロトコルを実施中にプロトコルに依らない超音波画
像データの描出、採取をする場合に、検査プロトコルの画像の種類や検査の条件の設定デ
ータを、設定データ保存部１２３の所定の部分に一時保存する。この設定データの保存に
付いて変形した第２の実施形態を、次に説明する。
【００３８】
　本実施形態の超音波画像診断装置本体部の設定データ保存部１２３には、複数の設定デ
ータファイルＡ～Ｎが書き換え可能に保存されて構成される設定データ格納部（図示せず
）が備えられている。この設定データ格納部の設定データファイルＡ～Ｎは、本実施形態
の超音波画像診断装置が描出可能な、例えばセクタスキャンモード、リニアスキャンモー
ド、或いはドップラモード、フラッシュエコーモードなどのスキャンモード、機能モード
のそれぞれ収集手法モード、及び設定される検査プロトコルそれぞれに対応する識別可能
な複数のファイルが予め具備されて構成される。この設定データファイルＡ～Ｎには、識
別対応しているモード若しくは検査プロトコルの画像の種類・描出条件、すなわち、探触
子の種類、画像モード、スキャンモード、また、デプス、フォーカス、ズーム、ゲイン、
ＳＴＣ（Ｓｅｎｓｉｔｉｖｅ　Ｔｉｍｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）、ＬＧＣ（Ｌａｔｅｒａｌ　
Ｇａｉｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）、フィルタ設定、周波数、音響パワー、ＲＯＩ（関心領域サ
イズ）、速度設定などの設定データが、書き換え可能に書き込まれたファイルである。
【００３９】
　次に、本実施形態の作用、動作について、図４に示す本実施形態の処理のフローチャー
トを用いて説明する。
【００４０】
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　本実施形態の超音波画像診断装置の使用を開始すると、先ずステップＳ８１において、
本超音波画像診断装置により収集観察するため複数の収集手法モード或いは検査プロトコ
ルの中から何れか１つ、例えば検査プロトコルＢを、操作者が選択指定する。この選択指
定により、ＣＰＵ１１は本体部の設定データ保存部１２３の設定データ格納部から、この
選択に対応する例えば設定データファイルＢを読み出し、この設定データファイルＢに記
録された内容を本体部の超音波送信部１４、超音波受信部１３、画像処理部１５に設定す
る。次のステップＳ８２では、呼び出した設定では不足する条件を補ったり、さらに画像
性能を高める諸調整を操作者が追加する。
【００４１】
　ステップＳ８３で、操作者が本体部及び探触子の位置を操作して、画像の位置、撮像の
調整を行いながら所望或いはプロトコルに指示された画像を収集・記録する。所望の画像
が得られるまでステップＳ８３を繰り返し、操作者が所望の画像を収集した場合、或いは
この収集を一旦中断しようとした場合に、ステップＳ８４で停止を指示すると、ステップ
Ｓ８５に進める。ステップＳ８５では、本体部のＣＰＵ１１が直前の収集手法モード若し
くは検査プロトコルの設定を、設定データ保存部１２３の設定データ格納部の当該設定デ
ータファイルである設定データファイルＢに書き込んで保存する。
【００４２】
　次のステップＳ８６で、停止の指示で指定された他の画像モードを実施する指示が有る
かＣＰＵ１１が判定して、有ればステップＳ８１へ戻し、無ければ超音波画像診断装置の
使用が終わることを判断して機器の作動を終える。
【００４３】
　上述の作動を行う本実施形態によれば、一般的な超音波画像の収集手法モード若しくは
検査プロトコルを実施中に、この実施中の診断画像モードとは異なる収集手法モード若し
くはプロトコルに変えても、操作者は条件設定の変更操作を行わなくても、引き続き被験
者の超音波画像診断を継続できる。そしてこのモード変更を繰り返しても、以前にそのモ
ードを実施した条件設定が維持され、超音波画像診断を実施することができる。すなわち
、本実施形態に依れば、順次実施する超音波画像の収集の手順が、プロトコルとして指定
される検査プロトコルの実施中に、これを中断して他の画像或いは機能モードの超音波画
像収集を実施し、再びプロトコルの続きを実施する場合にも、中断直前に設定データファ
イルに保存した設定条件が読み出されて、操作者が条件設定を行わずともプロトコルが再
開始できる。本実施形態は、検査プロトコルの実施とその途中にプロトコル外の診断画像
を取得する収集手法遷移のみならず、一般的な超音波画像の収集手法モードの変更におい
ても、操作性が極めて向上した超音波画像診断装置を提供することができる。
【００４４】
（第３の実施形態）
　次に、上述の実施形態のプロトコルタイマを変形した第３の実施形態について、図５を
用いて説明する。
【００４５】
　本実施形態では、検査プロトコルに所定の時間が経過した場合に、必ず実施しなければ
ならない所定のプロトコルが含まれる検査プロトコルが予め設定されるものに適用される
。本実施形態の超音波画像診断装置では、図５に図示するように、上述の図２（ｂ）に示
したフローチャートのステップS３７と同時に並列して実施されるステップS５１、Ｓ５２
が追加された手順により実施される。
【００４６】
　次に、第３の実施形態の作用、動作について説明する。本実施形態では、検査プロトコ
ルを開始し、この検査プロトコルの実施中にプロトコルを中断して、プロトコルに依らな
い超音波画像モードで被検者の状態を観察、診断する前述の図２（ｂ）のステップＳ３１
～Ｓ３６までが進められる。そして、ステップＳ３７の操作者による通常画像（プロトコ
ルに依らない超音波画像モード)の表示操作が開始されると、ステップＳ５１により、ス
テップＳ３５ａで計測を維持しているプロトコルタイマの経過時間を監視、判定する。こ
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の監視は、中断している検査プロトコルに収集を設定された検査画像に、その取得をプロ
トコル開始以降の所定の経過時間、或いは被検者に課した負荷後の所定の経過時間に行う
制限をしているものをチェックする。プロトコルタイマが該当する経過時間になれば、ス
テップＳ５２で、音響或いはモニタ１９の画面表示部分３５に検査プロトコルのルーチン
に戻ることを促すサインマークの表示或いはブリンクなどで操作者に報知する。これを認
知した操作者は、スッテプＳ３８で、プロトコルの再開始を指示するスイッチを押して、
検査プロトコルへ復帰する。
【００４７】
　本実施形態によれば、検査プロトコルを中断してプロトコルの指示に無い画像モードな
どで、検査プロトコルに無い超音波画像の監査診断、検査を実施していても、検査プロト
コルに予め設定している所定の経過時間になれば、操作者に検査プロトコルに基づく検査
画像を収集するタイミングであることを報知するので、プロトコル実施に欠落データが無
い確実な検査プロトコル実施を支援することができる。
【００４８】
　なお、上述の図２（ｂ）のステップＳ３２～Ｓ４４の手順は、同図（ａ）のステップＳ
２２、Ｓ２３、或いはステップＳ２６、Ｓ２７で示すプロトコルに設定されて複数の検査
画像を収集する手順に適用されるものを、象徴的にフローチャートとして図示したもので
ある。したがって、本願発明の実施形態においては、一連の検査プロトコルの実施におい
て、ステップＳ３２～Ｓ４４の手順の適用がゼロ回を含むその回数を特定するものではな
い。
【００４９】
　また、上述の第2の実施形態への適用は、図４のステップＳ８１の後に分岐して、画像
モードの検査プロトコルであることを判定し、検査プロトコルの場合に、ステップＳ５１
、ステップＳ５２を行う。ステップＳ５２の後は、ステップＳ８３へ接続するように構成
すれば、上述と同様の作用・動作となり、同様の効果を得ることができる。
【００５０】
（第４の実施形態）
　超音波画像診断装置を利用して行われる超音波画像による計測において、検査プロトコ
ルの実施により被検者の状況が変化して、連続性が維持されない計測結果を保全する第４
の実施形態を、図６を用いて説明する。
【００５１】
　第４の実施形態の超音波画像診断装置においては、図６に示す手順がコンピュータプロ
グラムとして編成されて、本体部１０のデータ或いはプログラムを記録しているデータベ
ース１２の検査プロトコル部１２２に備えられて、ＣＰＵ１１がその手順に従った制御を
する。また、計測結果は、プロトコルの設定或いは状況に対応して付したラベルにより識
別可能に画像記憶装置１６の一部分に記録保存されて、本発明が実施される。
【００５２】
　次に、本実施形態の作用、動作について図６を用いて説明する。
【００５３】
　図６に示す手順は、先ず、ステップＳ６１で、超音波画像診断装置により実施する計測
についての設定、例えば計測の種類、計測に使用する画像の設定指示事項などを設定する
。ここで設定する計測は、断層画像から心室容積、弁開口径、ドップラ画像から血流速、
血流量などの画像計測の他に、外付け心電計による心拍モニタ、心拍数等のバイタル信号
の計測も含む。さらに、この設定された条件、値を、データベース１２の設定データ保存
部１２３の所定の部分に一時保存する。次いで、ステップＳ６２で、設定した計測がＣＰ
Ｕ１１によって開始され、その計測結果がステップＳ６２ａで、計測の進行と共に表示さ
れる。
【００５４】
　このように計測が実施されている途中の被検者に、ステップＳ６３において、操作者が
別の検査または検査プロトコルを実施するために、その開始を指示する操作を行う。この
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指示により、検査または検査プロトコルに予め設定されている連続計測チェックフラグを
ＣＰＵ１１がステップＳ６４で判定して、連続計測が実施されていない場合は、検査また
は検査プロトコルを実施するステップＳ６８にそのまま進める。一方、連続計測が実施さ
れている場合は、ステップＳ６５において、それまでに連続計測したデータに識別する計
測番号などラベルを付して、本体部１０の画像記憶装置１６に設けたデータ記憶領域に記
憶保存する。さらに、ステップＳ６７で、モニタ１９などに表示していたその計測値をク
リアして、表示値を一旦消去した後、ステップＳ６８へ進める制御がなされる。
【００５５】
　ステップＳ６８では、操作者の超音波プローブ２０の操作により、ステップＳ６３で指
示した検査または検査プロトコルをＣＰＵ１１が実施し、検査画像などのデータが画像記
憶装置１６に記憶保存される。
【００５６】
　ステップＳ７０で、一連の検査または検査プロトコルが終了すると、次のステップＳ７
１において、終了した検査または検査プロトコルの実施中に連続計測を実施していたかが
判定されて、連続計測が行われていない場合は、そのままステップＳ７４へ進む。一方、
連続計測が行われていた場合は、ステップＳ７２において、検査または検査プロトコルが
実施されていた間の計測データを識別する計測番号などラベルを付して、本体部１０の画
像記憶装置１６のデータ記憶領域に記憶保存する。そして、ステップＳ７３で、モニタ１
９などに表示していた検査または検査プロトコルが実施されていた間の計測値をクリアし
て、表示値を一旦消去した後、ステップＳ７４へ進める
　ステップＳ７４では、ステップＳ６１で設定され、設定データ保存部１２３の所定の部
分に一時保存された計測の種類、計測に使用する画像の設定指示事項などをＣＰＵ１１が
再設定する。この再設定に基づき、ステップＳ７５で画像の収集が行われ、ステップＳ７
６において、その画像データに基づく計測、及びその計測結果を、ＣＰＵ１１がモニタ１
９などに表示する。ステップＳ７５およびステップＳ７６により、ＣＰＵ１１の制御で所
定の計測データを収集すれば、計測の実行を終了する。
【００５７】
　本実施形態によれば、例えば負荷心エコー法などを実施する検査プロトコルにより、そ
の検査毎に被検者に対する計測状況が変る場合に、状況変化が混在する計測データを検査
毎に自動的に区分して記録保存するので、計測結果の処理及び診断時の参照などにおいて
、連続性を考慮したデータ分析を行う資料の提供ができる。また、これらの具体的な検査
の内容を知らなくても、計測データを記録するため複雑な操作を行うこと無く計測データ
の記録保存を支援し、実施できる。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】実施形態の超音波画像診断装置の構成模式図。
【図２】実施形態の検査プロトコル、及びプロトコルを中断する場合の手順を示すフロー
チャート。
【図３】実施形態におけるプロトコル実施中、及び中断中の他の超音波画像の画面表示例
を示す図。
【図４】第２の実施形態の手順を示すフローチャート。
【図５】第３の実施形態の手順を示すフローチャートの部分図。
【図６】第４の実施形態の制御手順を示すフローチャート。
【符号の説明】
【００５９】
　１０・・・本体部、
　１１・・・ＣＰＵ（中央処理装置）、
　１２・・・データベース、
　１２１・・・画像モードアプリケーション部、
　１２２・・・検査プロトコル部、
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　１２３・・・設定データ保存部、
　１３・・・超音波送信部、
　１４・・・超音波受信部、
　１５・・・画像処理部、
　１５ａ・・・Ｂモード処理部、
　１５ｂ・・・カラー処理部、
　１６・・・画像記録装置、
　１７・・・表示部、
　１８・・・入力装置、
　１８ａ・・・操作パネル、
　１９・・・モニタ、
　２０・・・超音波プローブ、
　３１、３５・・・表示画面、
　３２・・・プロトコルメニュー、
　３３・・・取得する画像、
　３４・・・カーソル、
　３５・・・画像処理部、
　３６・・・ドップラ血流画像、
　３７・・・血流速波形。

【図１】 【図２】
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